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            こんにちは。 

            こちらは、滋賀県 食品安全監視センターです。 
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（１）廃棄物処理された食品の不正流通について  

 

 

    今般、「(株)壱番屋（愛知県）」が自社工場で製造したビーフカツに異物混入の疑いがあるため 

      自主廃棄することとし、廃棄物処理業者である「ダイコー(株)（愛知県）」に処理を委託したが、 

      廃棄処理されずに不正に「みのりフーズ（岐阜県）」に転売され、さらに「みのりフーズ」が食品 

      として市場に流通させていたことが判明し、大きな社会的問題となっています。 

   

    本件は、ビーフカツの不正流通にとどまらず、複数の製品で同様の扱いがあったことが判明し、 

      さらに、他業者が期限切れ等により廃棄した商品の転売にまで広がりを見せており、事件全体の 

   解明が望まれるところです。 

 

    本件については、廃棄物処理法違反として警察による捜査が行われていますが、今後は、自社製 

   品等を廃棄する際に《食品と容器包装を分離する》《廃棄食品を残渣などと混合する》《廃棄物の 

   処理現場に立ち会う》など、再利用ができないような対策をとる必要があると考察されます。 

 

 

        廃棄物の取扱いについては、滋賀県食品衛生基準条例に、廃棄物の処理の方法を定め、その 

      手順書の作成に努めることと規定されています。 

   

     食品を取り扱う事業者様にあっては、改めて、自社における破棄物の処理方法についてご確認 

      いただき、廃棄した製品が、不正に流通することのないよう管理の徹底をお願いします。 

 

 

 

    【食品取扱施設における廃棄物の取扱いに関する法令】 

 

       滋賀県食品衛生基準条例  

 

        廃棄物および排水の取扱い 

        １．廃棄物の保管および処理の方法を定めること、ならびにそれらを定めた手順書の 

          作成に努めること。 

        ２．廃棄物の容器は、それ以外の容器と明確に区別することができるようにし、汚液 

          および汚臭の漏れないよう常に清潔に保つこと。 

        ３．廃棄物は、衛生上支障がない場所に適切に保管すること。 

        ４．廃棄物および排水は、適正に処理すること。 
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（２）カンピロバクター食中毒の予防について 

 

 

       滋賀県内（大津市を除く）の平成 27 年度におけるカンピロバクターを原因とした食中毒の 

       発生が、過去の発生件数を大きく上回り 10 件に達しました（12 件中 10 件、他の 2件はノロ 

       ウイルス）。 

     

    県内食中毒発生状況 

       → http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/02tyudoku/h27nendo.html） 

 

 

        発生した事例の多くで、鶏肉の刺身やタタキなど、生もしくは加熱不十分なメニューの提供 

       あり、鶏肉の関与が強く疑われています。 

 

       鶏肉の生での提供は、牛レバーのように提供自体は禁止されていませんが、ある研究では、 

       市販鶏肉で汚染率 100％との報告（参照：厚生労働省ＨＰカンピロバクター食中毒予防につい 

    て http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/campylo/）もあることから、鶏肉の生もしくは生 

       に近い状態での提供は、常に食中毒発生のリスクが伴うとの認識が必要です。 

     

    また、健康管理の観点から、食品事業従事者は、当該食品（鶏の刺身やタタキなど）の 

    喫食を自粛されることをお願いします。    

 

 

   鶏肉の扱いには次の認識が必要です！ 

 

      ○鶏肉は、高率にカンピロバクターに汚染されている！ 

    現時点でカンピロバクターの汚染０％を保証した鶏肉は、流通していない。 

      ○新鮮であるほど危険！ 

    鮮度がいいほど、カンピロバクターも新鮮。 

      ○カンピロバクターは、少ない菌量で感染する！  

    焙りや湯煎では完全に除去できない。リスクは残る。 
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  食品安全監視センターの所在地・連絡先  

   〒５２０－０８３４  

     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  

      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  

      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    

      Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

       http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html  

     

   ≪交通案内≫  

     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  

     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  

      「晴嵐」交差点の角（ちなみに周辺は近江八景の一つ「粟津の晴嵐」です。） 
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                 2016 年最初の発行となりました。暖冬かと思われたこの冬も、 

      z  ゞツ〃      今週は急に冷え込み、県内も雪景色に変わりました。 

      z 丿_ "ミ        

       (  ノ⌒ヽ     年明け早々から食の安全・安心に関する問題が大きく取り上げ 

   ∧∧ /￣￣￣￣ヽ  ｜    られる中、消費者の方々の関心の高さを改めて感じるとともに、 

  (- -／      ＼ノ    食の安全・安心に関わる者としての責任を今一度痛感しております。 

 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣     

     『こたつ』       本年も食品安全行政へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたし 

                                ます。 

          

 

 

      みなさまからのご意見・ご感想を下記アドレスまでお寄せください。 

     （皆様の送付先のアドレスが変更になった場合等もお知らせください） 

                  



              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

      また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、滋賀県ホームページ  

      の「食の安全情報」にアクセスしてください。 

                   ↓  ↓  ↓  

           http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/index.html 

 

 

       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 

                        ↓  ↓  ↓ 

        http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu-index.html 
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